
令和７年 12月 15日 

 

 

下記の国会議員関係政治団体から提出期間内に少額領収書等の写しが提出されませんで

したので、政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 19 条の 16 第 16 項の規定に

基づき公表します。 

 

 

記  

 

（国会議員関係政治団体の名称） 

令月会 

 

 

（主たる事務所の所在地） 

 大阪府大阪市淀川区西中島 5-1-4モジュール新大阪 1002 

 

 

（支出がされた年／提出のなかった支出項目）  

令和３年／人件費以外のすべての項目 

 

令和４年／人件費以外のすべての項目 

 

令和５年／人件費以外のすべての項目 


